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第
十
五
章　

地
方
自
治
と
「
公
共
の
再
生
」

　

地
方
自
治
体
と
公
務
員
は
、
①
福
祉
の
増
進
、
②
共
有
財
産
の
維
持
・
管
理
と
い
う
公
共
を
す
す
め
る
公
的
責
任
が
あ
り
ま
す
。
福
田

市
政
の
12
年
間
は
、
市
民
の
共
通
の
利
益
で
あ
る
福
祉
を
後
退
さ
せ
、
共
有
財
産
で
あ
る
公
共
施
設
を
増
や
さ
ず
減
ら
し
、
公
共
を
担
う

公
務
員
削
減
な
ど
を
行
っ
て
公
的
責
任
を
放
棄
す
る
な
ど
、
３
つ
の
角
度
で
公
共
を
壊
し
て
き
ま
し
た
。

１
．
人
口
増
加
な
の
に
公
共
施
設
を
増
や
さ
ず

　

川
崎
市
の
新
た
な
将
来
人
口
推
計
で
は
、
市
の
人
口
の
ピ
ー
ク
は
５
年
後
ろ
に
伸
び
て
２
０
３
５
年
と
な
り
、
今
後
10
年
間
は
人
口
が

増
え
続
け
、
今
よ
り
人
口
が
減
る
の
は
20
年
後
で
す
。
当
然
、
市
の
総
合
計
画
の
中
心
課
題
は
、
人
口
減
少
で
は
な
く
、「
人
口
増
加
に
ど

う
対
応
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
の
市
の
方
針
で
は
、
人
口
減
少
を
前
提
に
公
共
施
設
の
「
床
面
積
は
増
や

さ
な
い
」
と
し
て
お
り
、
不
足
し
て
い
て
も
増
や
さ
ず
、
さ
ら
に
資
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
公
共
施
設
の
統
廃
合
・
削
減
を
進
め
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

不
足
し
て
い
る
市
営
住
宅
や
特
養
ホ
ー
ム
は
増
設
せ
ず

　
　

例
え
ば
、
市
営
住
宅
は
、
平
均
倍
率
が
約
10
倍
で
応
募
し
た
け
れ
ど
入
れ
な
い
方
が
約
６
０
０
０
人
い
ま
す
が
、
増
設
す
る
計
画
は

あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
さ
ら
に
人
口
が
増
え
続
け
れ
ば
、
さ
ら
に
入
る
こ
と
は
難
し
く
な
り
、
こ
の
状
況
は
今
後
20
年
間
以
上
続
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
公
営
住
宅
法
で
は
、
第
一
条
で
、
地
方
公
共
団
体
は
「
低
廉
な
家
賃
で
賃
貸
し
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
」
と

規
定
し
、
第
三
条
で
「
常
に
そ
の
区
域
内
の
住
宅
事
情
に
留
意
し
、
低
額
所
得
者
の
住
宅
不
足
を
緩
和
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
公
営
住
宅
の
供
給
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
も
規
定
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
法
律
で
は
、
そ
の
地
域
で
低
所
得

者
の
住
宅
が
不
足
し
て
い
る
場
合
は
、
自
治
体
の
責
務
と
し
て
公
営
住
宅
の
供
給
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
倍
率
が
10
倍

で
６
０
０
０
人
が
入
れ
な
い
状
況
で
、
自
治
体
の
公
的
責
任
を
果
た
し
て
い
る
と
は
と
て
も
言
え
ま
せ
ん
。

　
　

ま
た
、
特
養
ホ
ー
ム
に
し
て
も
待
機
者
が
約
２
０
０
０
人
い
て
、
介
護
度
が
４
，
５
の
方
で
も
入
れ
な
い
方
が
約
１
０
０
０
人
い
ま
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す
。
し
か
し
、
市
の
特
養
ホ
ー
ム
の
計
画
で
は
、
新
規
開
設
は
皆
無
で
す
。
一
般
の
保
険
で
は
、
提
供
さ
れ
る
べ
き
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

で
き
な
か
っ
た
ら
裁
判
で
訴
え
ら
れ
ま
す
。
介
護
保
険
の
場
合
は
、
川
崎
市
が
運
営
主
体
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
責
任
が
あ

り
ま
す
。
特
養
ホ
ー
ム
の
入
居
が
サ
ー
ビ
ス
に
あ
り
、
そ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
被
保
険
者
に
、
不
足
し
て
い
る
か
ら
入
れ
ま
せ
ん

で
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

人
口
減
少
を
前
提
に
公
共
施
設
を
統
廃
合

　

市
の
資
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
は
、
人
口
減
少
を
前
提
に
「
公
共
施
設
の
床
面
積
は
増
や
さ
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に
休
日
急
患
診
療
所
や

子
ど
も
文
化
セ
ン
タ
ー
、
老
人
い
こ
い
の
家
、
様
々
な
福
祉
施
設
の
統
廃
合
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
新
ら
た
な
人
口
推
計
で

は
、
10
年
間
は
人
口
が
増
加
し
ま
す
。
公
共
施
設
の
１
人
当
た
り
の
床
面
積
に
つ
い
て
も
、
川
崎
市
は
政
令
市
の
中
で
下
か
ら
４
番
目

で
、
北
九
州
市
、
大
阪
市
、
神
戸
市
の
半
分
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
人
口
は
増
加
し
、
た
だ
で
さ
え
少
な
い
床
面
積
な
の
に
、
人
口
減
少

を
前
提
に
し
て
「
公
共
施
設
の
床
面
積
は
増
や
さ
な
い
」、「
統
廃
合
で
減
ら
す
」
と
い
う
方
針
は
誤
り
で
す
。

２
．
公
共
施
設
の
民
間
活
用
で
様
々
な
問
題
が

　

こ
の
間
、
公
共
施
設
に
民
間
活
用
の
手
法
で
あ
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
問
題
が
噴
出
し

て
い
ま
す
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
：
等
々
力
緑
地
は
樹
木
が
伐
採
さ
れ
民
間
企
業
の
儲
け
に
利
用

　
　

等
々
力
緑
地
の
再
編
整
備
で
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
で
民
間
企
業
に
設
計
・
建
設
・
管
理
運
営
を
任
せ
た
結
果
、
樹
齢
60
年
以
上
の
樹
木
を
８

０
０
本
伐
採
し
、広
場
が
つ
ぶ
さ
れ
ス
ー
パ
ー
銭
湯
や
商
業
施
設
が
乱
立
し
、日
産
ス
タ
ジ
ア
ム
の
２
倍
の
駐
車
場
が
建
設
さ
れ
、さ
ら

に
総
事
業
費
が
当
初
の
２
倍
の
１
２
０
０
億
円
に
も
な
る
計
画
が
出
さ
れ
、
市
民
の
中
で
大
き
な
反
対
運
動
が
起
き
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
の
た
め
に
各
工
事
費
も
事
業
費
の
算
定
根
拠
も
非
公
開
、
ど
ん
な
商
業
施
設
が
入
る
の
か
も
未
定
と
い

う
こ
と
で
、事
業
費
の
精
査
も
で
き
ず
、市
民
や
行
政
が
関
与
で
き
な
い
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。市
民
の
憩
い
の
場
で
あ
る
公
園
が
、

樹
木
は
伐
採
さ
れ
民
間
企
業
の
収
益
を
上
げ
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
し
ま
う
、
こ
ん
な
こ
と
を
許
さ
れ
て
良
い
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。



― 164 ―

指
定
管
理
者
制
度
：
中
央
療
育
セ
ン
タ
ー
で
事
故
や
事
件
が

　
　

指
定
管
理
者
制
度
の
問
題
で
は
、
中
央
地
域
療
育
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
、
同
愛
会
が
市
内
外
の
施
設
で
重
大
な
事
故
や
事
件
を

繰
り
返
し
て
お
り
、
議
会
で
は
不
安
や
懸
念
の
声
が
噴
出
し
ま
し
た
。
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
で
直
営
時
代
に
培
わ
れ
た
本
市
の
ノ

ウ
ハ
ウ
が
失
わ
れ
、
市
の
権
限
で
は
、
内
部
の
人
事
を
入
れ
替
え
る
な
ど
根
本
的
な
改
善
を
直
接
図
る
こ
と
は
で
き
な
い
な
ど
、
こ
の

制
度
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
全
国
で
は
、
指
定
管
理
者
制
度
の
事
業
が
、
経
営
悪
化
で
解
散
、
撤
退
し
た
た
め
に
、
利

用
者
が
放
り
出
さ
れ
る
事
例
も
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
高
齢
者
や
障
碍
者
、
子
ど
も
の
命
を
預
か
る
施
設
に
と
っ
て
、
こ
の
制
度
は

ふ
さ
わ
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３
．
人
口
増
な
の
に
市
職
員
を
削
減

　

川
崎
市
は
、
こ
の
20
年
で
人
口
は
増
加
し
ま
し
た
が
市
職
員
を
減
ら
し
、
さ
ら
に
公
共
施
設
の
民
間
活
用
で
市
職
員
が
誰
も
い
な
い
施

設
が
増
え
て
お
り
、
様
々
な
問
題
が
起
き
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
は
医
療
、
保
健
所
、
消
防
署
の
職
員
不
足
で
全
国
最
悪
の
状
況
に

　
　

コ
ロ
ナ
禍
の
２
０
２
１
年
８
月
、
川
崎
市
は
、
コ
ロ
ナ
重
症
病
床
の
使
用
率
が
１
０
０
％
を
超
え
コ
ロ
ナ
病
床
は
満
床
状
態
。
自
宅

療
養
者
数
は
３
０
０
０
人
を
超
え
、
９
割
の
方
が
入
院
で
き
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
自
宅
療
養
と
な
っ
て
い
る
事
態
に
な
り
、
保
健
所

に
電
話
し
て
も
つ
な
が
ら
ず
、
緊
急
搬
送
困
難
事
例
が
２
０
０
件
近
く
に
な
る
な
ど
救
急
車
を
呼
ん
で
も
来
な
い
事
態
が
激
増
し
ま
し

た
。
緊
急
事
態
宣
言
下
の
ど
の
都
道
府
県
と
比
べ
て
も
、
す
べ
て
の
数
値
で
最
悪
の
状
況
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
大
き
な
要
因
に
は
、

病
床
自
体
が
足
り
な
い
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
医
療
、
保
健
所
、
消
防
を
担
う
市
職
員
の
不
足
が
大
き
な
原
因
で
す
。

人
口
は
20
年
間
で
25
万
人
増
え
た
の
に
市
職
員
は
１
５
０
０
人
削
減

　
　

市
は
こ
の
20
年
で
人
口
は
25
万
人
増
え
た
の
に
、
市
職
員
は
１
５
０
０
人
も
減
ら
し
、
人
口
当
た
り
の
市
職
員
数
で
は
、
政
令
市
の

中
で
下
か
ら
５
番
目
で
す
。
特
に
市
の
保
健
所
職
員
は
、
人
口
当
た
り
で
横
浜
市
の
半
分
程
度
で
あ
り
、
消
防
職
員
の
体
制
も
国
の
基

準
を
満
た
し
て
い
な
い
状
況
で
し
た
。
医
療
従
事
者
、
保
健
所
職
員
、
消
防
職
員
な
ど
「
市
民
の
命
を
守
る
」
こ
と
を
責
務
と
す
る
市

職
員
が
足
り
て
な
く
て
ど
う
や
っ
て
自
治
体
の
公
的
責
任
を
果
た
せ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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災
害
時
に
対
応
す
る
市
職
員
が
誰
も
い
な
い
施
設
（
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

　
　

指
定
管
理
者
が
管
理
・
運
営
し
て
い
る
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
２
０
１
９
年
東
日
本
台
風
に
よ
る
浸
水
で
川
崎
に
関
連
す
る
考
古
・

歴
史
・
民
俗
資
料
及
び
芸
術
作
品
や
市
指
定
文
化
財
を
含
め
た
約
23
万
点
の
貴
重
な
収
蔵
品
に
被
害
が
で
ま
し
た
。
当
時
、
市
民

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
指
定
管
理
者
制
度
の
た
め
、
市
職
員
が
い
な
い
状
況
で
、
台
風
の
予
測
・
被
害
状
況
が
つ
か
め
ず
、
収
蔵
品
を
避
難

さ
せ
る
判
断
が
遅
れ
、
市
民
の
財
産
で
あ
る
収
蔵
品
に
大
き
な
被
害
が
出
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在
、
市
は
、
指
定
管
理
者
制
度
を

様
々
な
公
共
施
設
に
広
げ
て
お
り
、
市
職
員
が
一
人
も
い
な
い
施
設
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
で
災
害
時
、
市
職
員
が
い

な
い
も
と
で
、
台
風
や
豪
雨
の
予
測
、
震
災
の
被
害
状
況
を
把
握
し
、
市
民
や
財
産
を
避
難
さ
せ
る
判
断
や
指
示
な
ど
ど
う
や
っ
て
対

応
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
公
共
施
設
を
指
定
管
理
者
に
任
せ
て
い
て
は
、
災
害
時
の
避
難
な
ど
「
市
民
の
命
・
財
産
を
守
る
」
と
い
う

自
治
体
の
責
務
は
果
た
せ
ま
せ
ん
。

４
．
壊
さ
れ
て
き
た
市
の
「
公
共
の
再
生
」
を

Ｐ
Ｆ
Ｉ
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
で
、
全
国
各
地
で
深
刻
な
問
題
が

　
　

全
国
で
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
で
、
各
地
で
深
刻
な
問
題
が
起
き
て
い
ま
す
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
で
は
、
福
岡
市
の
余

熱
利
用
施
設
が
破
綻
、
仙
台
市
の
温
水
プ
ー
ル
な
ど
で
事
故
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
高
知
県
高
知
市
の
病
院
Ｐ
Ｆ
Ｉ
で
わ
い
ろ
に
よ
る

刑
事
事
件
が
起
き
る
な
ど
数
々
の
問
題
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
指
定
管
理
者
制
度
で
は
、
愛
知
県
蒲
郡
市
（
が
ま
ご
お
り
）
の
市
民
会

館
や
北
海
道
帯
広
市
の
児
童
保
育
セ
ン
タ
ー
が
業
績
悪
化
で
市
直
営
に
戻
し
た
例
、
島
根
県
出
雲
市
の
プ
ー
ル
や
静
岡
県
草
薙
体
育
館

で
の
死
亡
事
故
な
ど
も
起
き
て
い
ま
す
。

　
　

ま
た
、
21
年
５
月
、
会
計
検
査
院
が
出
し
た
Ｐ
Ｆ
Ｉ
報
告
書
で
は
、
債
務
不
履
行
は
、
国
の
11
機
関
だ
け
の
調
査
で
も
57
事
業
の
う

ち
26
の
事
業
で
２
３
６
７
件
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
公
共
施
設
の
民
間
活
用
に
よ
っ
て
、
債
務
不
履
行
、

事
業
破
綻
や
撤
退
、
事
業
者
と
の
癒
着
汚
職
事
件
が
多
数
起
き
て
い
ま
す
。

「
公
共
の
再
生
」
の
た
め
の
総
合
計
画
へ
の
提
案

　
　

こ
の
よ
う
に
公
共
施
設
、
サ
ー
ビ
ス
が
壊
さ
れ
て
き
た
「
市
の
公
共
を
再
生
」
す
る
た
め
に
、
総
合
計
画
に
お
い
て
、
第
１
に
、
将
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来
の
人
口
増
加
に
対
応
す
る
た
め
に
も
、
公
共
施
設
、
市
職
員
は
現
在
の
不
足
分
を
早
急
に
補
充
し
、
人
口
増
に
合
わ
せ
て
増
や
す
こ

と
。
第
２
に
、
公
共
施
設
の
民
間
活
用
の
問
題
点
を
検
証
し
、
こ
れ
以
上
対
象
を
広
げ
な
い
こ
と
。
特
に
公
園
、
ま
た
人
の
命
に
か
か

わ
り
、
専
門
性
、
継
続
・
安
定
性
が
要
求
さ
れ
る
施
設
、
老
人
福
祉
施
設
、
障
碍
者
施
設
、
療
育
セ
ン
タ
ー
な
ど
は
直
営
に
戻
す
こ
と

を
要
望
し
ま
す
。

（
一
）
市
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
自
治
体
の
条
例
制
定
権
の
後
退
に
つ
な
が
る
個
人
情
報
保
護
条
例
の
改
悪
や
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
後
退

に
つ
な
が
る
「
デ
ジ
タ
ル
化
（
Ｄ
Ｘ
）」
の
具
体
化
は
し
な
い
こ
と
。

　

個
人
情
報
保
護
条
例
の
目
的
、
要
配
慮
個
人
情
報
、
本
人
か
ら
の
直
接
取
得
、
目
的
外
利
用
・
外
部
提
供
、
審
議
会
の
諮
問
、
匿
名
加

工
情
報
な
ど
の
削
除
さ
れ
た
規
定
、
基
準
は
、
要
綱
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
に
記
載
す
る
。

　
「
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
」
に
対
し
て
、
自
治
体
の
独
自
施
策
を
維
持
・
拡
充
さ
せ
る
。

　
「
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
」
を
口
実
に
し
た
行
政
窓
口
の
縮
小
や
紙
に
よ
る
手
続
き
は
廃
止
せ
ず
、
住
民
の
相
談
機
能
と
し
て
も
対
面
窓
口

の
サ
ー
ビ
ス
体
制
を
充
実
し
、
手
続
き
の
簡
素
化
を
す
す
め
る

（
二
）
自
治
体
を
変
質
さ
せ
る
「
自
治
体
戦
略
２
０
４
０
構
想
」
と
そ
の
具
体
化
で
あ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
」、「
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ

構
想
」、「
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
民
営
化
」
に
つ
い
て
、
住
民
自
治
、
団
体
自
治
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
後
退
に
つ
な
が
る
具
体
化
は
し

な
い
こ
と
を
求
め
る
。

１　
「
こ
れ
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
基
本
的
な
考
え
方
」
の
具
体
化
で
あ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
を
、
公
助
が
し
っ
か

り
と
中
心
に
す
え
る
も
の
に
抜
本
的
に
つ
く
り
か
え
る
。

２　

地
域
医
療
、
介
護
、
公
共
交
通
な
ど
全
体
的
な
計
画
を
企
業
に
ゆ
だ
ね
、
企
業
利
益
優
先
の
「
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
構
想
」
は
導
入
し

な
い
こ
と
。

３　

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
後
退
・
撤
退
、
人
件
費
削
減
に
よ
り
不
安
定
な
非
正
規
労
働
者
を
多
数
生
み
出
し
、
行
政
の
責
任
を
後
退
さ
せ
る

Ｐ
Ｆ
Ｉ
、
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
る
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
民
営
化
」
は
、
こ
れ
以
上
対
象
を
広
げ
な
い
こ
と
。
特
に
公
園
、
ま
た
人
の

命
に
か
か
わ
り
、
専
門
性
、
継
続
・
安
定
性
が
要
求
さ
れ
る
施
設
、
老
人
福
祉
施
設
、
障
碍
者
施
設
、
療
育
セ
ン
タ
ー
な
ど
は
直
営
に

戻
す
こ
と
。

４　

市
民
の
土
地
、
財
産
を
民
間
に
売
却
す
る
「
資
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
は
見
直
し
を
す
る
こ
と
。
公
共
施
設
の
安
易
な
統
廃
合
は
見
直
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し
て
、
不
足
し
て
い
る
施
設
は
増
設
を
す
る
こ
と
。（
再
掲
）

（
三
）
特
別
市
（
特
別
自
治
市
）
制
度
の
推
進
は
中
止
す
る

　

市
が
計
画
し
て
い
る
「
特
別
自
治
市
制
度
」（
特
別
市
）
は
、
災
害
、
コ
ロ
ナ
対
策
な
ど
の
県
の
総
合
調
整
機
能
、
県
を
通
じ
た
交
通
・

警
察
機
能
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
失
わ
れ
、
県
内
の
多
く
の
自
治
体
の
負
担
増
に
つ
な
る
た
め
、
撤
回
す
る
こ
と
。

（
四
）
住
民
自
治
の
精
神
の
徹
底
か
ら
、
市
民
が
主
権
者
で
あ
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
位
置
付
け
る

１　

自
治
基
本
条
例
に
は
、
主
権
者
は
市
民
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
市
民
は
行
政
の
手
伝
い
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、

行
政
と
同
列
な
の
で
は
な
く
、
主
権
者
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。

２　
「
住
民
投
票
条
例
」
は
住
民
が
真
に
使
え
る
も
の
に
改
正
す
る
。

①

住
民
投
票
の
対
象
事
項
は
、「
市
長
が
意
思
決
定
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
施
策
と
し
て
形
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
し
か
投
票
の
対
象

に
な
ら
な
い
」
こ
と
が
、
条
例
制
定
の
委
員
会
審
議
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
市
民
が
問
題
に
気
が
つ
い
た
と
き
に

は
多
く
の
場
合
、
住
民
投
票
に
は
か
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
市
民
が
住
民
投
票
に
か
け
て
市
民
の
意
思
を
問
い
た
い
と
思
う
問

題
は
対
象
に
な
る
よ
う
に
、
対
象
事
項
は
「
現
在
ま
た
は
将
来
の
住
民
の
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
与
え
、
ま
た
は
与
え
る
可
能
性
の

あ
る
事
項
」
の
み
に
す
る
。

②

住
民
発
議
に
と
っ
て
必
要
な
署
名
数
を
投
票
資
格
者
総
数
の
10
分
の
１
に
し
て
い
る
こ
と
も
、
住
民
投
票
を
発
議
し
に
く
く
し

て
、
市
民
の
手
を
縛
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
必
要
な
署
名
数
は
投
票
資
格
者
総
数
の
20
分
の
１
に
す
る
。

③

住
民
投
票
は
「
間
接
民
主
主
義
を
補
完
す
る
た
め
の
制
度
」
と
市
自
身
も
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議
会
へ
の
協
議
は
削
除
す
る
。

④

投
票
日
は
、
問
題
に
よ
っ
て
は
機
を
逸
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
国
政
・
地
方
選
挙
と
投
票
日
と
は
別
に
し
て
、
単
独
投
票
日

と
す
る
。

３　
「
ま
ち
づ
く
り
育
成
条
例
」
を
、
市
民
が
主
権
者
と
位
置
づ
け
、
抜
本
的
に
改
正
す
る
。

４　
「
総
合
計
画
」・「
基
本
計
画
」
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
市
民
が
主
権
者
で
あ
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
る
。
市
民
に
十
分
な
説

明
を
行
な
い
、
市
民
意
見
を
反
映
す
る
よ
う
に
す
る
。
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５　

地
方
自
治
法
第
１
条
の
「
住
民
福
祉
の
増
進
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
「
行
革
」
は
や
め
、
市
民
要
求
実
現
に
全
力
を
あ

げ
る
。

（
五
）
市
民
参
加
を
実
効
的
な
も
の
に
す
る
た
め
、
次
の
各
制
度
を
改
正
す
る

１　

市
民
意
見
を
充
分
市
政
に
反
映
で
き
る
よ
う
、「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
条
例
」
を
改
正
・
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。

①

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
の
目
的
に
、「
市
政
運
営
に
市
民
意
見
を
反
映
す
る
た
め
」
を
加
え
、
市
民
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め

の
具
体
化
を
す
る
。

②

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、
区
役
所
や
図
書
館
な
ど
公
共
施
設
に
印
刷
物
を
置
き
、「
周
知
を
図
る
」

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
に
届
け
て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

③

市
民
意
見
を
募
集
し
た
い
事
案
に
つ
い
て
は
、
該
当
地
域
や
全
市
を
対
象
に
説
明
会
を
開
く
な
ど
、
あ
ら
か
じ
め
市
の
考
え
方
を

説
明
す
る
機
会
を
設
け
、
市
民
が
理
解
し
た
う
え
で
意
見
を
述
べ
る
よ
う
に
す
る
。

２　

各
区
の
区
長
の
選
出
に
つ
い
て
は
準
公
選
制
を
導
入
す
る
。

３　

審
議
会
等
の
市
民
公
募
委
員
を
増
や
し
、
議
事
録
を
公
開
す
る
。

４　

２
０
１
４
年
、
教
科
用
図
書
の
採
択
に
係
る
川
崎
市
教
育
委
員
会
会
議
の
会
議
録
を
、
そ
の
作
成
を
担
当
し
て
い
た
教
育
委
員
会
事

務
局
総
務
部
庶
務
課
が
同
会
議
の
音
声
デ
ー
タ
を
消
去
す
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。
市
民
の
知
る
権
利
を
奪
う
行
為
で
あ
り

断
じ
て
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
件
は
横
浜
地
裁
が
２
０
２
３
年
10
月
４
日
市
教
委
の
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
と
の
す
べ
て
の
主
張
を

退
け
、
各
開
示
請
求
拒
否
処
分
を
取
り
消
す
と
の
市
民
の
完
全
勝
訴
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
の
に
続
き
、
市
教
委
が
控
訴
し
た
東
京
高

等
裁
判
所
で
も
、
市
教
委
の
主
張
は
す
べ
て
排
除
さ
れ
市
民
の
完
全
勝
訴
と
な
り
、
２
０
２
４
年
５
月
２
日
市
教
委
が
上
告
断
念
を
表

明
し
て
、
横
浜
地
裁
判
決
、
東
京
高
裁
判
決
が
確
定
し
ま
し
た
。
川
崎
市
教
育
委
員
会
は
、
音
声
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
、
公
文
書
で
あ

る
と
い
う
審
査
会
の
答
申
を
徹
底
し
、
各
局
に
公
文
書
と
し
て
保
管
義
務
を
徹
底
し
、
開
示
請
求
の
対
象
と
し
て
公
開
す
る
こ
と
を
徹

底
す
る
こ
と
。
再
発
防
止
の
た
め
の
組
織
と
し
て
第
３
者
を
加
え
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る
制
度
に
改
善
す
る
こ
と
。




